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犯罪等のない、誰もが安心して暮らせる社会の実現は、県民

すべての願いです。 

一方で、ある日突然、被害に遭い、心身の痛みや生活の変化

に直面する方々が後を絶ちません。また、被害に遭われた方やそ

の御家族は、直接的な被害にとどまらず、周囲の偏見や心ない

言動等による二次的被害に苦しまれています。こうした方々の負

担を軽減するためには、関係機関や団体、そして地域社会が一

体となり、寄り添い続けることが不可欠です。 

県では、これまで「栃木県犯罪被害者等支援条例」の基本理

念に基づき、相談窓口の整備や情報提供、精神的・経済的負担

の軽減、二次的被害の防止など、様々な取組を推進して参りまし

た。 

しかしながら、近年の社会情勢や犯罪手口の多様化により、犯罪被害者等を取り巻く環境は一層複雑化

しています。 

こうした状況を踏まえ、このたび、「第 4 次栃木県犯罪被害者等支援基本計画」を策定いたしました。 

本計画では、基本目標として「犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、寄り添い続ける

“とちぎ”」を掲げ、「途切れない支援の提供に向けた体制強化」、「被害からの回復・生活再建に向けた支

援」、「県民の理解の促進」、「人材の育成と民間の団体への支援」、「総合的な支援体制の整備」という 5

つの柱を中心に施策を展開します。 

犯罪被害者等を支えることは、私たち社会全体の責務です。県民一人ひとりが理解を深め、思いやりの心

をもって行動することで、犯罪被害者等が安心して暮らせる地域社会の構築につながります。県としても、関

係機関・団体と連携しながら、切れ目のない支援を着実に進めて参ります。 

県民の皆様には、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深めていただくとと

もに、温かい御配慮と県が行う施策の推進に御協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり御協力を賜りました栃木県被害者支援連絡協議会の構成員の皆様をはじ

め、関係各位に対しまして心から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

令和８（2026）年３月 

 

栃木県知事  福 田  富 一           
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第１章　計画策定の基本的な考え方

１　計画策定の趣旨

　犯罪等(*１)の被害に遭った方やその家族、遺族（以下「犯罪被害者等」という。）は、被害に起因する
複雑かつ多岐にわたる問題を抱えることになります。
　犯罪被害者等に対する支援について、我が国では、平成17（2005）年に犯罪被害者等の権利利益
の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等基本法」（以下「基本法」という。）が施行され、この基
本法の理念を具体化した「犯罪被害者等基本計画」(以下「基本計画」という。)が策定されました。
　これにより、犯罪被害者等に対する施策が大きく進展したところであり、平成 23（２０１１） 年に「第
２次犯罪被害者等基本計画」、平成 28 （２０１６）年３月に「第３次犯罪被害者等基本計画」、令和３
（２０２１）年３月に「第４次犯罪被害者等基本計画」がそれぞれ策定されました。
　本県では、基本法の施行を受けて、犯罪被害者等支援に対する県の責務等が盛り込まれた、「栃木
県安全で安心なまちづくり推進条例」が平成17（２００５）年４月に施行されました。その後、平成22
（2010）年３月に「栃木県犯罪被害者等支援基本計画」、平成28（2016）年３月に「第２次栃木県
犯罪被害者等支援基本計画」を策定し、犯罪被害者等への支援施策を実施してきました。
　また、令和３（2021）年３月には、犯罪被害者等支援に特化した「栃木県犯罪被害者等支援条例」
（以下「条例」という。）が議員提案により制定され、同年４月に施行されています。支援条例の基本理
念を踏まえた、｢第３次栃木県犯罪被害者等支援基本計画｣（以下「第３次計画」という。）では、条例
の目的である「犯罪被害者等を支える地域社会の形成」を目指し、各種施策の推進に取り組んできた
ところです。
　今般、この第３次計画が令和７（2025）年度に終期を迎えることから、犯罪被害者等を取り巻く複雑
で多様な課題に対応しつつ、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく
ため、「第４次栃木県犯罪被害者等支援基本計画（以下「本計画」という。）」を策定します。
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２　計画の位置付け

３　計画の基本目標

４　計画における支援の対象

５　計画の期間

(1) 本計画は、条例第９条の規定に基づき、知事が策定する犯罪被害者等支援に関する施策の総合
　　　 的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画です。

(2) 本計画は、犯罪被害者等支援に関する基本的方向や施策に関する事項を明らかにするとともに、
       国が基本計画の中で示してきた施策等を踏まえ、栃木県重点戦略「新とちぎ未来創造プラン」を
　　　  はじめ、各部局が策定する計画等との整合を図りながら、現在推進中の施策、また今後取り組ん
       でいく施策等を体系的にまとめたものです。

(3) 本計画に基づく各種取組によりＳＤＧs（持続可能な開発目標）のゴール３「すべての人に健康と
       福祉を」、ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」などの実現に貢献します。

　犯罪被害者等を支援対象としています。

　本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とし、社会環境の変
化や直面する課題等に対応するため、必要に応じて見直すこととします。

　ある日突然犯罪等に巻き込まれた犯罪被害者等は、様々な問題を抱えることになり、その苦しみは一
生続くものです。
　そこで本計画では、条例の目的である「犯罪被害者等を支える地域社会の形成」の実現のため、条
例の基本理念にのっとり、「犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、寄り添い続ける
“とちぎ”」を基本目標とします。

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係

＜基本目標＞
▷犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、

寄り添い続ける“とちぎ”

- 2 -



第２章　計画策定の背景

１　栃木県における犯罪・交通事故等の現状

（１）　刑法犯発生状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　（ 図２）

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県警察「治安統計」等に基づき作成

　県内における刑法犯認知件数(*２)は、平成15(2003)年の40,469件をピークに、その後減少に
転じ、コロナ禍の令和４（2022）年には8,883件と戦後最少を記録しました。しかし、令和５
（2023）年には20年ぶりに増加に転じると、令和６（2024）年の刑法犯認知件数は12,163件を
記録するなど、増加傾向となっています。
　被害が深刻な事態となる重要犯罪(*３)については、令和６(2024)年は126件で内訳は殺人11
件、強盗21件、不同意性交等34件、不同意わいせつ38件、放火15件、略取誘拐・人身売買７件と横
ばいの状況となっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 図１）
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（２）　交通事故発生状況

　令和６(2024)年の交通事故（人身事故(*４)）発生件数は、3,946件、死者60人となり、県内にお
ける交通事故発生状況は、ここ数年横ばいの状況にあります。
　なお、人口10万人当たりの県内における交通事故死者数は、令和６(2024)年では3.16人と、全
国ワースト15位となっています。
                                                          　　　　　（図３）

（ 図４）
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（３）　犯罪被害者等支援に関するアンケート結果

　犯罪被害者等支援に関する窓口について、「この中に知っているものはない」と答えた人が41.5％
と最も多い回答となりました。犯罪被害者等支援に関する総合的対応窓口の認知度も16.6％と低調
であり、認知度の向上を図っていく必要があります。
　また、犯罪被害者等支援に関する県の取組についても、「この中に知っているものはない」と答えた人
が69.8％と最も多い回答となりました。県では、現在巡回パネル展示や講演会等を通して、犯罪被害
者等の置かれている現状や周囲の理解の必要性、支援施策等について広報・啓発を行っているところ
ですが、今後はインターネットやSNSの普及にも配意しつつ、様々な機会や媒体を通じた広報・啓発等
を継続的に行っていく必要があります。

　ア　あなたは、犯罪被害者等支援に関する相談窓口について、知っているものはありますか。

　イ　あなたは、犯罪被害者等支援に関する県の取組について、知っているものはありますか

とちぎネットアンケート「再犯防止及び犯罪被害者等支援に関する意見調査」より抜粋（令和６（２０２
４）年１月30日～２月12日実施。回答者数325名。回答率43.1％）
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41.5%

1 犯罪被害者等支援に関する総合的対応窓口（県くらし安全安心課）

2 （公社）被害者支援センターとちぎ

3 とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とちエール）

4 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全国共通

番号「#8891」（はやくワンストップ）

5 警察の性犯罪被害者相談電話「#8103」（ハートさん）

6 ＤＶ相談ナビ「#8008」（はれれば）

7 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」（いちはやく）

8 この中に知っているものはない

12.6%

4.9%

9.2%
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4.9%
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4.9%

69.8%

1 栃木県犯罪被害者等支援条例

2 栃木県犯罪被害者等支援基本計画

3 栃木県犯罪被害者等見舞金制度

4 犯罪被害者等支援に関する巡回パネル展示、講演会

5 犯罪被害者等支援に関する出前講座

6 犯罪被害者等の二次的被害の防止や職場での配慮などに関する県

民・事業者向けリーフレット

7 犯罪被害者週間（毎年11月25日から12月1日まで）

8 この中に知っているものはない
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２　犯罪被害者等を取り巻く課題

　犯罪被害者等は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財産を奪われるといった直接的
な被害に加えて、高額な医療費の負担や収入の途絶等により、経済的な困窮に陥ることが少なくあり
ません。さらに、被害に遭ったことによる精神的なショックや生活の変化から日常生活を送ることが困
難な中、各種行政手続きや捜査・裁判の対応等が求められます。また、マスコミ等の過剰な取材や周
囲の人々の何気ない一言によって傷つくなどの様々な「二次的被害」に中長期的に苦しみ、被害から
の回復や負担軽減の妨げになっています。
　犯罪被害者等は、特別な人ではなく、私たちと同じように生活をしていた方々です。誰もがある日突
然、犯罪等の被害に遭い、その日を境に、これまで平穏だった生活が一変してしまう可能性があるので
す。

　●二次的被害の例
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第３章　計画の方向性

１　計画の具体的な目標

  様々な困難や課題を抱える犯罪被害者等の支援を行うためには、国、県、市町、警察、民間支援団
体、関係機関・団体が一体となって取組を進める必要があります。県内のどこに居住していても、等しく
必要な支援を受けるためには、基礎自治体である市町の役割が重要です。
　また、犯罪被害者等支援に係る計画等については、令和３（2021）年３月30日に閣議決定された
第４次犯罪被害者等基本計画において、「地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合
的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資する」ものとされ、また、令和６（2024）年４月の「地方におけ
る途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会取りまとめ」においても、「犯罪被害者等
支援を推進させるための根拠となり、地域において犯罪被害者等支援を充実させるために非常に重
要なものである。」、「全ての地方公共団体において、特化条例等の制定及び計画等の策定がなされ
ることが望ましい。」とされているところです。栃木県では全ての市町において、特化条例の制定が行わ
れており、計画等についても各市町の実情に合わせ策定し、犯罪被害者等が必要な支援を受けられる
体制整備が望まれます。
　そのため、本計画では、犯罪被害者等が置かれている状況や課題を踏まえ、基本目標である「犯罪
被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、寄り添い続ける“とちぎ”」の実現のため、具体
的な目標として全市町における犯罪被害者等支援に係る計画等の策定を設定します。県においては、
市町における計画策定を積極的に支援します。

＜具体的な目標＞

▷全市町における犯罪被害者等支援に係る計画等※の策定
※計画等とは、既存計画・指針等への記載を含みます。
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２　施策の体系

　犯罪被害者等の状況に応じた、必要な支援サービスを途切れることなく受けられるよう、相談窓口や
情報提供等の充実強化に取り組みます。

　犯罪等に起因する様々な被害から、犯罪被害者等が回復に向かえるよう、精神的・身体的負担や経
済的負担の軽減、二次的被害の防止等に取り組みます。

施策の柱Ⅰ　途切れない支援の提供に向けた体制強化

施策の柱Ⅲ　県民の理解の増進

　犯罪被害者等の置かれている状況や周囲はどのように接し、支えていくべきか等について、県民の理
解が深まるよう効果的な広報・啓発や教育活動を通じた理解増進に取り組みます。

施策の柱Ⅳ　人材の育成と民間の団体への支援

　支援を担う人々が犯罪被害者等に寄り添いながら、抱えている様々な困難を把握し、その解決に向け
た適切な支援を行うことができるよう、犯罪被害者等支援に係る人材の育成及び資質の向上や民間
の団体への支援に取り組みます。

施策の柱Ⅴ　総合的な支援体制の整備

　犯罪被害者等が、関係機関のどこに相談しても必要な支援につながり、適切な支援を受けられるよう
総合的な支援を提供できる体制の整備に取り組みます。

　本計画では、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、５つの施策
の柱を定めます。

●施策の体系図

施策の柱Ⅱ　被害からの回復・生活再建に向けた支援
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第４章　施策の展開

施策の柱１　途切れない支援の提供に向けた体制強化

１　相談窓口の充実

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

1

犯罪被害者等の
ための総合的対
応窓口の対応力
強化

　多種多様な悩みを抱える犯罪被害者等に対して、
県及び全市町に設置されている総合的対応窓口に
おいて、関係部署・機関と連携することにより、途切
れない支援の提供につながるよう、各種支援に関す
る紹介や助言等に努めます。

くらし安全安心課

2
教育現場におけ
る相談体制の充
実

　学校における相談体制の充実を図るため、教育相
談に関する研修等を実施するほか、スクールカウンセ
ラーを配置し、教職員との連携及び相談体制の充実
を図ります。
　また、全ての学校において連携担当者を指定し、学
校で児童生徒が犯罪被害者となる重大事件が発生
した場合には、教育委員会が警察本部やこども政策
課などの関係機関と連携・協力し、学校が児童生徒
や保護者への相談窓口として有効に機能するよう支
援体制を強化します。

教育委員会

3
教育委員会にお
ける相談体制の
充実

　学校や家庭で悩み等を抱える生徒に対して、SNS
を活用した相談体制を構築することにより、問題の深
刻化を未然に防止します。
　また、子育てや子どものいじめ・不登校など家庭教
育に悩みや不安を持つ親や、いじめなどの問題を抱
えている子どもがいつでも相談できるよう、電話や
メールによる相談窓口の情報提供及び対応の充実
に努めます。

教育委員会

4
警察における相
談体制の充実

　県民相談室において、犯罪等による被害の未然防
止に関する相談に応じるほか、警察相談専用電話
「♯９１１０」番等の相談窓口の運用や110番アプリ
システム、ファックス110 番を活用し、適切な相談対
応に努めます。
　また、出張少年相談室「あしたルーム」の設置や性
犯罪相談電話の適切な運用においては、プライバ
シーの保護に努めます。

警察本部

　犯罪被害者等は、その被害の内容により様々な問題を抱えており、必ずしも最初に警察や行政の総
合的対応窓口が犯罪被害者等から被害に関する情報を聴取するとは限らない上、時間の経過とともに
抱える悩みにも変化が生じるものです。現在県等では、犯罪被害者等に特化した総合的対応窓口のほ
か、居住や雇用の相談窓口など様々な相談窓口を設置しています。

　総合的対応窓口の機能強化に努めるとともに、多種多様な犯罪被害者等の相談ニーズに対応する
ため、各相談窓口の充実に努めます。
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5
犯罪被害者等支
援に精通した弁
護士相談の実施

　犯罪被害に起因する法律問題について、専門的助
言を行うため、民間支援団体と連携を図りながら弁
護士による無料法律相談を実施します。

くらし安全安心課
人権男女共同参画課

6

精神保健福祉セ
ンター等におけ
る相談体制の充
実

　精神保健福祉センターや健康福祉センターに心の
悩み事等の相談窓口を設置し、犯罪被害者や家族
等の個別相談に応じるほか、関係機関と連携し支援
します。

障害福祉課

7

性犯罪・性暴力
被害者のための
相談窓口の運用
と相談電話の周
知

　性犯罪・性暴力被害者支援のためのワンストップ
支援センターとして、とちぎ性暴力被害者サポートセ
ンター（とちエール）において、専門の相談員が相談
に応じ、医療機関、関係機関と連携・協力し、少しで
も早く心身が回復するように、必要な支援を行いま
す。
　また、最寄りのワンストップ支援センターにつながる
全国共通短縮ダイヤル「＃８８９１（はやくワンストッ
プ）」や都道府県警察の性犯罪被害相談窓口につな
がる全国共通ダイヤル「＃８１０３（ハートさん）」につ
いて、様々な機会や媒体を通して周知します。

人権男女共同参画課
警察本部

8
DV被害者に対
する相談電話の
周知

　最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる
全国共通短縮ダイヤル「＃８００８（はれれば）」につ
いて様々な機会や媒体を通して周知します。 人権男女共同参画課

9

児童虐待に関す
る相談電話の運
用と関係機関の
連携強化

　児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（いちはや
く）」等による24 時間の相談体制を確保するととも
に、各児童相談所に教員を配置し、学校と児童相談
所との連携の充実を図ります。

こども政策課
教育委員会

10

犯罪被害に遭っ
た外国人等及び
海外で被害に
遭った邦人に対
する相談対応の
実施

 犯罪被害に遭った外国人等に対し、とちぎ外国人相
談サポートセンターにおいて相談対応を行うほか、弁
護士の接見等に対する通訳者の紹介を行います。
　警察庁と連携し、海外における邦人の犯罪被害に
関する情報の収集に努めるとともに、関係機関・団
体と連携し、帰国時の支援や帰国後の支援に関する
情報提供等に努めます。

県民協働推進課
警察本部

11
交通事故被害者
等に対する相談
対応の実施

　交通事故相談所において、交通事故の被害者等が
抱える様々な問題に対する相談対応を行うほか、相
談員の知識向上に向けた研修を実施するなど、交通
事故被害者等への相談支援の充実に努めます。

くらし安全安心課
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２　途切れない支援の提供体制の構築

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

　支援対象者に対し効果的な多機関連携によるワン
ストップサービスを提供するため、県、警察、犯罪被
害者等早期援助団体である（公社）被害者支援セン
ターとちぎ並びに関係市町で構成される支援調整会
議を設置し、個々の事情に応じた適切な支援が県内
どこでも同様に受けられるよう、体制を構築します。

くらし安全安心課

　支援コーディネーターを配置し、犯罪被害者等が直
面している諸問題を解決するため多機関連携による
支援が必要な場合、支援が円滑に実施されるよう調
整等に努めます。
　また、各機関・団体間の情報共有に当たっては、犯
罪被害者等の意向も踏まえつつ、被害等について説
明する回数を極力減らすなど、負担軽減に資するよ
う努めます。

くらし安全安心課

　相談受付機関等は、支援対象者の個人情報の取扱
いについて万全を期すとともに、適切に管理をするた
め必要な事項を定め、関係機関・団体と共有します。

くらし安全安心課

　研修への参加等により、支援コーディネーターの教
育機会の充実を図るとともに、担当者が孤立しない
ような体制づくりに努めます。

くらし安全安心課

●多機関連携によるワンストップサービス体制のイメージ図

　犯罪被害者等にとって、犯罪被害者等であることは一生続きます。また、被害直後から時間の経過と
ともに心境や必要な支援にも変化が生じることから、個々の状況に応じて途切れなく必要な支援が提
供されることが求められています。

　犯罪被害者等の多岐にわたるニーズに中長期的に対応するため、ワンストップサービス体制を構築
します。

多機関連携によ
るワンストップ
サービス体制の
構築

12
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13

機関内連携によ
るワンストップ
サービス体制の
構築

　県及び各市町の総合的対応窓口を中心として、犯
罪被害者等に対して、各種制度・サービスの紹介や
必要な手続き等の教示を行うとともに、それぞれの
ニーズに応じた行政サービスの提供を行うため、機
関内連携によるワンストップサービス体制を構築しま
す。

くらし安全安心課

●機関内ワンストップサービス体制のイメージ図
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３　犯罪被害者等への情報提供等の充実

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

　県ホームページの犯罪被害者等支援に関する内容
を充実させるとともに、県広報誌や市町や関係機関・
団体のホームページへの掲載、マスコミへの資料提
供など、積極的な情報提供を行うとともに、総合的対
応窓口の認知度向上に努めます。
 また、「栃木県犯罪被害者等支援ハンドブック」を支
援にあたる市町や関係機関・団体に配付し、その活
用に努めます。

くらし安全安心課

　栃木県医療安全相談センターにおいて、医療に関
する苦情や心配、相談に対応し、患者・家族が自らの
力で問題を解決できるよう適切な助言・情報提供を
行います。

医療政策課

　とちぎボランティアＮＰＯセンターが運営する地域・
協働・創造Ｗｅｂサイトを活用し犯罪被害者等を支援
するボランティアやＮＰＯ等の活動情報を提供しま
す。

県民協働推進課

　栃木県警察防犯アプリ「とちぎポリス」により、各種
相談窓口について情報提供を行います。 警察本部

　「被害者の手引」や警察庁発行のパンフレット「警
察による犯罪被害者等支援」などにより、損害賠償
請求制度の概要や（公財）犯罪被害救援基金につ
いて紹介します。

警察本部

　（公社）被害者支援センターとちぎが結成した、交
通事故及び犯罪被害者遺族の自助グループの活動
を支援し、必要に応じて自助グループを紹介するな
ど、精神的ケア等に努めます。

くらし安全安心課

犯罪被害者等へ
の情報提供の充
実

14

　犯罪被害者等が必要とする多様な支援ニーズに対応するため、様々な相談窓口が設置されている一
方で、令和５（2023）年度に実施したとちぎネットアンケートにおいて、総合的対応窓口や支援施策の
県民の認知度は低調でした。

　支援が必要な人に情報が確実に行き渡るよう、県ホームページの充実を図るほか、デジタル技術の
活用も踏まえ、支援等に対するアクセシビリティの向上に努めます。
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15
医療機関に関す
る情報提供

　 県内の医療機関の所在地、診療科目、診療内容、
専門外来などの情報を「医療情報ネット」で公表し、
心的外傷後ストレス障害等精神疾患の治療に対応し
た医療機関に関する情報を提供します。
　また、緊急避妊を要する女性が医療機関を選択す
る際の参考となるよう、緊急避妊に係る対面診療が
可能な産婦人科医療機関等の一覧を提供します。

医療政策課

16

医療機関に対す
る性犯罪被害者
への被害申告の
働きかけ依頼

　医療機関に対し、警察へ未申告の性犯罪被害者と
判明した際の警察における公費負担制度やカウンセ
リングを行っている旨の教示について、働きかけま
す。

警察本部

17
刑事手続等の早
期情報提供

「被害者の手引」や警察庁発行のパンフレット「警察
による犯罪被害者等支援」を活用し、刑事手続に関
する情報提供の充実を図ります。 警察本部

18

外国人犯罪被害
者等に対する刑
事手続に関する
情報提供の充実

　外国語版の「被害者の手引」を作成・配布するとと
もに、県警ホームページへの掲載により、外国人犯
罪被害者に対する刑事手続に関する情報提供の充
実に努めます。

警察本部

19
捜査・検視手続
に関する情報提
供

　各種研修等の機会をとらえ、被害者連絡制度(*５)
の重要性を周知徹底し、同制度の確実な実施に努
めます。
　また、交通事故関係では死亡事故、ひき逃げ事故、
加療３か月以上の重傷事故、危険運転致死傷罪、そ
の他連絡が必要と認められる事故について、交通指
導課内に被害者連絡調整官、被害者連絡調整官補
佐を配置し、被害者連絡を実施します。
　このほか、検視や司法解剖の必要性等を解説した
リーフレットを作成し、遺族等に交付して適切な説明
に努めます。

警察本部

20

刑の執行段階等
における被害者
等の心情等の聴
取・伝達制度(*
６)に関する情報
提供

　「刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴
取・伝達制度」について、犯罪被害者等から制度利
用の相談があった場合は、速やかに矯正施設の相談
窓口につなぎます。 くらし安全安心課
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施策の柱Ⅱ　被害からの回復・生活再建に向けた支援

１　精神的・身体的負担の軽減

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

21
市町と連携した
面談等の実施

　犯罪被害者等見舞金制度等の運用にあたっては、
犯罪被害者等の同意の下、関係市町と合同で面談
を実施するなど、心身の負担軽減に努めます。

くらし安全安心課

　とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とちエール）
において、性別・年齢に関わらず個々の性犯罪・性暴
力被害者の特性や置かれた状況に応じて、カウンセ
リング等への付添い支援を実施するほか、必要と認
められる犯罪被害者等に対して、民間支援団体をは
じめとした関係機関・団体が行うカウンセリング等に
関する取組を紹介します。

人権男女共同参画課

　「こころのダイヤル」では、専門の相談員等が心の
悩みに関して幅広く相談に応じるほか、精神保健福
祉センター、健康福祉センターでは、犯罪被害者等
支援に配慮した精神保健福祉相談を実施します。

障害福祉課

　必要と認められる犯罪被害者等に対し、臨床心理
士・公認心理師の資格を有する職員が、カウンセリン
グを実施します。一定の条件の下で、犯罪被害者等
が自ら選んだ医療機関等での精神医療受診やカウ
ンセリング費用について、公費で支出します。
　また、民間支援団体が行うカウンセリング等に関す
る取組を紹介します。

警察本部

23

ＤＶ、ストー
カー、人身取引
被害者への適切
な対応

　ＤＶ被害者等の相談・一時保護等の支援を関係機
関が連携しながら行うことにより、被害者の精神的な
負担軽減に努めます。 人権男女共同参画課

　犯罪被害者等が犯罪によって受けた精神的・身体的被害の大きさは計り知れず、その後の生活に多
大な影響を与えることになります。とりわけ性犯罪被害者は人としての尊厳を傷つけられたことにより、
長年にわたり日常生活に支障を及ぼすことも少なくないほか、子どもや男性、性的マイノリティを含む
多様な被害者がいることを踏まえ、それぞれの特性や置かれた状況に応じた対応をとることも必要と
なります。

　犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた被害から回復できるよう、被害直後からの支援はもとよ
り、中長期的な支援の充実に努めます。

犯罪被害者等に
対するカウンセ
リング等の実施

22
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　児童養護施設に心理療法担当職員を配置するとと
もに、児童相談所にスーパーバイザー（指導及び教
育を行う児童福祉司、児童心理司）、精神科を専門
とする医師、児童心理司などの専門職員を配置し、
虐待等を受けた児童に対する心理的なケアを行いま
す。
　また、児童生徒の心理に関して専門的な知識及び
経験を有する者をスクールカウンセラー等として心理
的ケア等の支援をします。

こども政策課
教育委員会

　「少年非行防止・保護総合対策推進要綱」に基づ
き、被害少年カウンセリングアドバイザー、少年補導
職員が中心となり、少年の再被害防止等を積極的に
推進します。

警察本部

　問題を抱えた児童や家族に対し、関係機関等との
連携により、各種子育て支援を行います。
　また、栃木フォスタリングセンターを中心に里親制
度の普及啓発やリクルート、研修・トレーニングなど
一連の里親支援を包括的に行うとともに、里親委託
を推進します。

こども政策課

25

地域格差のない
迅速かつ適切な
救急医療の提
供

　迅速かつ適切な救急医療が提供されるよう、初期・
二次・三次の救急医療体制の整備を進めるととも
に、関係機関と連携し、メディカルコントロール体制
の充実を図ります。

医療政策課

26

性犯罪・性暴力
被害者がＨＩＶ検
査等を受診する
際の対応

　行政が行っているＨＩＶ等の検査を受けるに当たり、
他の検査受検者と顔を合わせることがないよう検査
時間を予約するなど、警察等の関係機関と連携した
対応を図ります。

感染症・疾病対策課

27
性犯罪・性暴力
被害者への付添
支援の実施

　性犯罪・性暴力被害者が関係機関やカウンセリン
グ等に行く際に、必要に応じて付添い支援を実施し
ます。 人権男女共同参画課

28

民間支援団体
が行う公判等へ
の付添い等に関
する紹介

　（公社）被害者支援センターとちぎが行っている裁
判所付添いや検察庁付添い、警察付添いなどを紹
介し、犯罪被害者等が公判へ赴く際などの精神的負
担軽減に努めます。

くらし安全安心課
人権男女共同参画課

29

高次脳機能障
害者(*７)への
支援体制の整
備

　高次脳機能障害支援拠点機関における専門的な
相談支援の充実を図るとともに、地域支援ネットワー
クの構築及び高次脳機能障害の支援手法等に関す
る研修など、高次脳機能障害者に対する適切な支援
を行います。

障害福祉課

被害少年に対す
る心理的ケア等
の支援

24
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　事件事故に関して、110 番アプリシステムやファッ
クスでも110 番を受理できる体制を整備し、聴覚及
び言語障害者の安全確保をサポートします。 警察本部

人権男女共同参画課
こども政策課

　ＤＶ事案等に一元的に対応するための体制を確立
しており、迅速かつ的確な対応を行っていくほか、事
案の危険性を判定するチェック票を活用し、被害者
の安全の確保を最優先とした対応を行います。

警察本部

　ＤＶ被害者等に対し、県警ホームページを活用した
被害防止対策に関する情報提供や緊急通報装置の
貸出等を実施します。

警察本部

　児童虐待等により、緊急に保護が必要な児童につ
いて児童相談所等で一時保護するほか、養育支援
が必要な児童に対し、児童養護施設への入所等、適
切な支援を行います。

こども政策課

２　日常生活の支援と居住・雇用の安定

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

31
家事・育児サー
ビス等の情報提
供

　必要としている方に、関係機関・団体で実施してい
る家事・育児サービス等に関する情報提供を行うと
ともに、要望に応じてそれらの機関への橋渡しを行い
ます。

くらし安全安心課

30
犯罪被害者等
の安全確保

　一時保護が必要な女性を女性相談支援センターで
保護するほか、保護中の被害者の外出時には職員
が同行し、安全確保を図ります。また、同伴する家族
等の状況に応じて民間支援団体に一時保護を委託
するなど、適切な支援に努めます。
　さらに、一時保護後自立が困難な場合は、必要に
応じて女性自立支援施設や母子生活支援施設で支
援を行うなど、一人ひとりの状況に合った適切な支
援に努めます。

　犯罪被害者等の多くは、身体的・精神的な問題を抱える中で、被害直後から様々な手続きに対応し
なくてはなりません。また、被害の影響によりそれまでの住居や仕事を変えざるを得なくなることも少な
くない中で、自身や家族の生活を守っていかねばなりません。

　犯罪被害者等の負担を少しでも軽減できるよう、日常生活の支援を行うほか、犯罪等によって失った
住居・雇用の安定に努めます。
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　女性相談支援センターにおいて、一時保護した被
害女性の心身の回復に向けた支援を行います。ま
た、関係機関・民間団体等と連携し、精神面のケアや
就業に向けた助言等のサポートを行うことにより、地
域での自立した生活に向けた支援を行います。

人権男女共同参画課

　児童虐待等により、養育支援が必要な児童に対し
ては児童養護施設への入所等、適切な支援を行いま
す。

こども政策課

33
公営住宅への優
先入居等

　 ｢栃木県県営住宅優先入居要領｣において、DV被
害者、犯罪被害者等が優先的に入居できるようにし
ている（抽選による優遇措置）ほか、各市町が管理す
る公営住宅について、DV被害者、犯罪被害者等が
優先入居できる取組を推進するよう働きかけを行い
ます。また、緊急的に住宅を確保する必要があるＤＶ
被害者、犯罪被害者等が、一時的に県営住宅を使用
できるよう配慮します。
　このほか、DV被害者、犯罪被害者等に対する公営
住宅への優先入居に関する取組や公営住宅への優
先入居に関する情報提供に努めます。

住宅課
くらし安全安心課

34
一時避難場所
の確保に対する
措置

　自宅が犯罪行為の現場となり、破壊されるなど居
住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合
などに、一定の条件の下で、一時的に避難場所を確
保するための経費を公費で支出します。

警察本部

35
就職、その他労
働問題に関する
支援の実施

　公共職業安定所等の関係機関との連携により、犯
罪被害者の就職支援を実施するほか、労使関係者を
対象に労働条件や労働福祉などの労働全般にわた
る幅広い相談に応じます。
　また、労働者個人と使用者間の労働問題に関する
紛争に対し、栃木県労働委員会が行うあっせんの適
切な運用に努めるとともに、障害等を負わされた方
等を対象に職業訓練等を実施し、職業的自立を支援
します。

労働政策課
労働委員会

36

被害回復のため
の休暇制度の導
入の必要性等に
関する出前講座
の実施

　犯罪被害者等が仕事を続けながら被害回復を図る
ためには、職場の配慮や理解が必要であることから、
被害回復のための休暇制度の導入の必要性等につ
いて、出前講座を通じて広く県民や事業主に周知し
ていきます。

くらし安全安心課

32

ＤＶ被害者や被
虐待児童に対す
る自立支援等の
実施
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３　経済的負担の軽減

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

37
犯罪被害者等
見舞金制度の
運用

　殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡され
た方の御遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者
に対し、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支
給します。

くらし安全安心課

38
犯罪被害給付
制度の運用

　パンフレットなどを活用して犯罪被害給付制度の周
知徹底を図るとともに、制度の対象となり得る犯罪被
害者や遺族に対しては、制度に関して十分な教示を
行います。

警察本部

39

生活保護制度に
おける犯罪被害
者等給付金及
び栃木県犯罪
被害者等見舞
金の収入認定
除外

　生活保護受給者が犯罪被害者等給付金を受給し
た場合、自立更生のためにあてられる額については、
収入認定しないこととしているほか、裁判やカウンセ
リングに係る費用などは、国と協議の上、収入認定か
ら除外します。
　栃木県犯罪被害者等見舞金についても同様の扱
いとします。

地域福祉課
くらし安全安心課

40
海外における犯
罪被害者等に対
する経済的支援

　国外犯罪被害弔慰金等支給制度について、各種広
報媒体等を活用して周知を図るとともに、対象事案
の把握及び把握した事案の犯罪被害者等への教示
を徹底し、その適切な運用に努めます。

警察本部

41

犯罪被害者等に
対する公費支出
制度の運用と周
知

　犯罪被害者に対する診断書料、初診料等、及び性
犯罪被害者に対する緊急避妊薬、性感染症検査、人
工妊娠中絶に必要な費用の一部について、一定の
条件の下に公費で支出します。
　また、犯罪被害者及び遺族等の精神的、経済的負
担の軽減のため、一時避難場所確保費用、ハウスク
リーニング費用、カウンセリング等費用、司法解剖後
の遺体搬送等費用、及び制服等購入費用などにつ
いて、一定の条件の下で公費で支出する制度の周知
徹底を図ると共に、積極的に運用します。

警察本部

　犯罪被害者等の経済的な負担・不安を軽減するための支援の推進に努めます。

　犯罪被害に遭うと、治療費や弁護士費用などの予期せぬ出費が発生することになります。また、刑事
手続や裁判等のために仕事を休まなければならなかったり、精神的なバランスを崩し、退職や休職を
余儀なくされたことなどにより、経済的に困窮することも少なくありません。
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42
カウンセリング
費用・医療費の
公費負担

　とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とちエール）
に相談した被害者が、必要な精神的ケアを受けられ
るよう、公認心理師等によるカウンセリングを受けた
際の費用及び医療機関を受診した際の医療費につ
いて、公費負担を行います。

人権男女共同参画課

43

障害者に対する
相談支援、経済
的支援及び福
祉サービスの充
実

　犯罪被害等により、障害を負った方について、障害
者手当の給付等生活安定のための支援を行います。
また、相談体制、在宅福祉サービス体制の充実に努
めるとともに、障害者の社会参加を推進します。

障害福祉課

４　二次的被害・再被害の防止

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

44
二次的被害の
防止に向けた県
民の理解増進

　二次的被害の防止や犯罪被害者支援の必要性を
周知するため、県ホームページ上にてリーフレットを
公開するとともに、支援に関わる方々に対する研修や
出前講座、各種イベントで配布するなど、犯罪被害者
等支援に関する理解の増進に努めます。

くらし安全安心課

45
犯罪被害者等に
関する情報の保
護

　警察による被害者の実名発表・匿名発表について
は、プライバシーの保護、発表することの公益性等の
事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごと
に適切な発表内容となるよう配慮します。

警察本部

46

二次的被害防
止のための相談
員等に対する研
修の実施

　女性相談支援員等が性犯罪を含む女性に対する
暴力の被害者が置かれた立場を理解し、適切な対
応をすることができるよう、研修を実施します。 人権男女共同参画課

　周囲の人々の偏見や、心ない言動等によって生じる二次的被害は、長い間犯罪被害者等を苦しめる
大きな要因となっています。また、犯罪被害者等は、同じ加害者から再度危害を加えられるのではない
かという不安や、暴力団による犯罪行為においては、報復をうけるのではないかという恐怖を抱えてい
ます。

　二次的被害防止のため、県民の理解増進を図るとともに、支援者の教育機会の充実に努めます。
　また、犯罪被害者等が再び被害を受けることのないよう、早期発見・対応に取り組むとともに、特に被
害が潜在化しやすいDV、性犯罪・性暴力、児童虐待等については各関係機関と連携を図りながら、被
害の防止に努めます。
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　犯罪被害者等が同じ加害者から危害を加えられる
おそれがある場合には、「再被害防止対象者」に、暴
力団などから報復などを受けるおそれがある場合に
は､「保護対象者」にそれぞれ指定し、重点的な防犯
指導、警戒措置を行います。
　また、13 歳未満の子どもを被害者とした暴力的性
犯罪で服役して出所した者について、法務省から情
報提供を受け、その所在確認を実施するなど、再犯
防止に向けた措置を推進します。
　このほか、刑事施設等から加害者に関する必要な
情報提供を受けて犯罪被害者等に提供し、犯罪被害
者等の安全確保に必要な措置を行います。

警察本部

　ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の被害
者等の一時避難に要する経費を公費で負担する施
策を行っており、適正な運用に努めます。

警察本部

　非行防止等を含め問題行動がみられる児童生徒に
対して、各学校において組織的に指導が行われるよ
う、「いじめ・不登校等対策チーム」による学校支援
の充実を図ります。
　また、ヤングテレホンコーナーを設置し、被害少年
や保護者からの相談を受け付けるほか、少年サポー
トセンターを設置し、被害少年等への継続的な支援、
出張相談室の開設を行い、再被害の防止に努めま
す。

教育委員会
警察本部

　性犯罪・性暴力、ＤＶ被害者等の支援を行うに当
たって、福祉事務所や警察等の関係機関や民間支
援団体等との連携を一層密にして適切な対応に努
めます。
　また、ＤＶ被害と児童虐待の関連性から、県及び市
のＤＶ担当部署と警察や児童相談所、要保護児童対
策地域協議会などの関係機関間の連携を図ります。

人権男女共同参画課
こども政策課
警察本部

　女性相談支援センターにおいて人身取引被害者の
保護が必要な場合、関係機関と連携して早急に保護
を実施するとともに、IOM(*８)・大使館等と協力し、
被害者の心身の状態の回復と帰国に向けた支援を
行います。

人権男女共同参画課

　警察本部長と保健福祉部長とで「児童虐待問題に
係る児童相談所と警察の連携に関する協定」を締結
しており、児童虐待問題に関する連絡体制の充実を
図るとともに、市町が関係機関の連携体制を充実強
化するため設置している要保護児童対策地域協議
会に対し、助言・指導を行うなど、児童虐待の早期発
見、早期対応に努めます。

警察本部
こども政策課

　ＤＶ被害や児童虐待の早期発見のため、医療関係
者等に向けたリーフレットを作成・配布するなど連携
に努めます。
　市町が設置している要保護児童対策地域協議会に
対し、助言・指導等を行い、学校等との連携体制の
充実強化を図ります。

人権男女共同参画課
こども政策課
教育委員会

潜在化しやすい
犯罪被害に関す
る関係機関の連
携充実

48

再被害防止を徹
底するための取
組の推進

47
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49
障害者虐待防
止に関する取組

　障害者虐待の通報義務等の広報・啓発を行うとと
もに、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対
応等に向けて、県障害者権利擁護センターや市町障
害者虐待防止センターを中心に適切な対応に努め
ます。

障害福祉課

50
高齢者虐待防
止に関する取組

　高齢者虐待の未然防止や早期発見・早期対応を促
進するため、高齢者虐待防止啓発リーフレットの配布
等により、幅広い啓発活動を実施します。

高齢対策課

51

児童虐待事案
の早期発見、早
期対応に向けた
取組

　教育委員会では、学校・市町教育委員会等に通告
義務の周知を図るとともに、学校管理職をはじめとし
た教職員等への研修を実施し、児童虐待事案への
対応力の向上に努めます。
　警察本部では、児童虐待の早期発見、被害児童の
保護要領等について、関係職員に対する指導・研修
を徹底し、職員の児童虐待に関する知識・技能の向
上に努めます。

教育委員会
警察本部

52

児童虐待などの
問題を抱える児
童生徒への支援
に関する先進的
事例の収集分
析

　児童虐待などの問題を抱える児童生徒への支援に
効果的な取組について、先進的事例の収集分析を
実施します。

教育委員会

53

児童虐待防止
のために行う児
童の死亡事例
等の検証

　各種対策を講じたにもかかわらず、虐待による死亡
事例、重症事例が生じた場合には、その事例の背景
や地域特性を踏まえた上で検証作業を行い、その結
果に基づき適正な措置を講じることにより、死亡事
例、重症事例の再発防止に努めます。

こども政策課

54
暴力団犯罪によ
る被害防止・回
復の支援

　暴力団等の不当な行為により被害を受け、又は受
けるおそれがある方に対し、警察、弁護士会民事介
入暴力対策委員会及び（公財）栃木県暴力追放県
民センターが連携し、被害防止・回復を支援します。

警察本部

55

性犯罪捜査にお
ける指定捜査員
等の効果的な配
置と教養の実施

　適性を有する警察官を性犯罪捜査指定捜査員に指
定するとともに、性犯罪捜査指導係の専従係員とし
て女性警察官を配置します。
　また、各種教養を実施し実務能力の向上に努めま
す。

警察本部
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施策の柱Ⅲ　県民の理解の増進

１　県民への効果的な広報・啓発

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

56

犯罪被害者等
の置かれた状況
等に関する県民
の理解の増進

　犯罪被害者やその家族が置かれた現状や、心ない
言動による二次的被害等に関する県民の理解の増
進を図るため、県ホームページやSNS、シンボル
マーク等を活用した情報発信を実施するほか、巡回
パネル展、研修会、性暴力に関する講演会などを開
催し、効果的な広報・啓発を行います。

くらし安全安心課
人権男女共同参画課

57
様々な機会、媒
体を用いた広
報・啓発の実施

　「犯罪被害者月間」「全国交通安全運動」「児童虐
待防止月間」など、様々な機会における広報・啓発
活動の実施に努めます。
　また警察庁発行のパンフレット「警察による犯罪被
害者等支援」の活用やホームページ上における犯罪
被害者支援施策の掲載などにより、犯罪被害者等支
援に関する県民の理解の増進に努めます。

くらし安全安心課
警察本部
こども政策課

58
犯罪被害者等
の人権に関する
広報・啓発等

　犯罪被害者等を含む様々な人権問題の解決を図る
ため、県民の人権意識高揚のためのイベントの開催
やマスメディアを活用した啓発事業、県民・企業を対
象とした研修会などを行います。

人権男女共同参画課

59

性犯罪・性暴力
に関する若年層
に向けた広報・
啓発

　若年層が性犯罪・性暴力の加害者にも被害者にも
ならないようにするため、若年層に対する予防啓発を
行います。
　また、とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とち
エール）のリーフレット、カードを作成し、各関係機関
や産婦人科医療機関、中学生等に配布します。

人権男女共同参画課

　犯罪行為を含む重大な人権侵害であるＤＶ被害等
の根絶に向け、あらゆる機会を通して県民への啓発
に努めます。

人権男女共同参画課

　県警ホームページを活用し、ストーカーと配偶者暴
力（DV）被害者の安全の確保に関する情報提供を
行います。

警察本部

　犯罪被害者等にとって、被害そのものによる心身への直接的な被害だけでなく、周囲の偏見や心な
い言動等による二次的被害が深刻な問題です。一方で、県民が直接犯罪被害者等に接する機会はそ
う多くありません。また、現在実施している取組や理解増進等の広がりは今もなお途上にあります。

　犯罪被害者等が被害から回復していくためには、周囲の理解や支援が重要となることから、犯罪被
害者等に対しどのように接し、支えていくべきか等について県民の理解の増進に努めるほか、情報発
信に際しては、多くの人がアクセスしやすいよう、様々な媒体や機会を通じて効果的な広報・啓発に取
り組んでいきます。

60

ＤＶ、ストーカー
及び人身取引
被害の防止に関
し、広く県民に
周知させるため
の取組
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　各種講習等においてDVD等の視聴覚教材を用い
る等、受講者の心に訴える交通安全教育を実施しま
す。

警察本部

　栃木県警察防犯アプリ「とちぎポリス」を活用し、人
身交通事故の発生状況を提供することで、交通事故
抑止を図ります。

警察本部

２　教育活動を通じた理解の増進

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

62

保護者に対する
児童虐待の防
止に資するため
の学習機会の充
実

　家庭教育支援プログラム等を活用した家庭教育講
座等を通して、児童虐待防止にも資するよう、保護者
等の学習機会の充実を図ります。 教育委員会

63
命の大切さ等に
関する教育の推
進

　中学生や高校生等を対象とした「命の大切さを学
ぶ教室」を実施すると共に、警察庁が開催する「『大
切な命を守る』全国中学・高校生作文コンクール」を
周知し、犯罪被害者への配慮・協力意識のかん養や
次世代を担う者の規範意識向上に努めるほか、道徳
教育の改善充実を図り、学校教育の中で生命を大
切にする心を育む教育を実践します。
　また、文部科学省で作成した「非行防止教室等プ
ログラム事例集」や県教委で作成した「場に応じた
適切な判断力を育てるための指導・援助の在り方」
「家庭教育支援プログラム」等の活用促進を図り、
被害者にも加害者にもさせないための教育を推進し
ます。

警察本部
教育委員会

64
犯罪被害者等
の人権教育の推
進

　犯罪被害者等の人権問題を、人権教育推進上取り
上げる様々な人権問題の１つとし、県内の全ての学
校や地域において人権教育の積極的な推進に努め
ます。また、栃木県教育振興基本計画及び人権教育
推進の手引に人権や人権問題の正しい理解を図る
ための学習・啓発の充実を位置付け、人権教育の充
実に努めます。

教育委員会

　犯罪被害者等の置かれている状況について、理解を深めるとともに二次的被害の防止を図るため、
県等では、児童生徒を対象に被害者遺族による講話や人権教育等を行っています。

　児童生徒が加害者にも被害者にもならぬよう、教育現場等において犯罪被害者等に対する教育機会
の充実を図るとともに、犯罪被害者等を周囲で支えていく意識の醸成に努めます。

61

交通事故の被
害に関する交通
安全教育及び
広報・啓発
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施策の柱Ⅳ　人材の育成と民間の団体への支援

１　犯罪被害者等支援に係る人材の育成及び資質の向上

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

65
県及び市町職
員に対する研修
の充実

　県職員採用時の研修を通して犯罪被害者等への理
解促進を図るほか、県及び市町の関係職員や関係
機関・団体に対して犯罪被害者等の声を聞く機会を
設けるなど、犯罪被害者等支援の重要性の理解を深
めるよう研修の充実に努めます。

人事課
くらし安全安心課

66
教職員等に対す
る研修の充実

　学校に配置したスクールカウンセラーを講師として
校内研修を実施するとともに、教職経験年数や職階
に応じた研修及び教育相談に関する研修等を行い、
教職員が児童生徒の相談などに的確に対応できる
よう、犯罪被害者等に対する心のケアも含めた研修
の充実に努めます。
　また、研修を通して、教員が温かい信頼に満ちた人
間関係を築き、児童生徒に適切に対応できるよう、資
質の向上を図ります。

教育委員会

　採用時の基礎教養、昇任時教養、支援担当官等を
対象とした専門的研修や犯罪被害者等の心情を理
解するための教養など、犯罪被害者等への適切な対
応を確実にするための教養を適宜実施します。

警察本部

　被害児童等の支援にあたる少年補導職員等に対し
て精神科医を講師とした定期的な研修を行うほか、
民間の行う研修に参加させ、技能の習得に努め、今
後も専門的知識、技能の習得に努めます。

警察本部

68

性犯罪・性暴力
被害者等の支
援関係者に対す
る研修の充実

　潜在化しやすい性犯罪・性暴力被害者の現状と支
援の必要性への理解を深めるため、支援に関わる支
援員、関係機関・団体の職員、県市町担当職員等を
対象に研修を実施し、被害者支援に携わる者の資質
の向上を図ります。

人権男女共同参画課

67
警察官等に対す
る教養の充実

　二次的被害の防止に加え、質の高い支援を行うためには、支援に携わる人材が犯罪被害者等への
理解を深めることが重要です。県等では犯罪被害者等支援に携わる人材の資質向上のため、各種研
修等の充実に努めます。

　県等では、個々の犯罪被害者等に対して適切な支援を提供することができるよう、犯罪被害者等の
支援に携わる職員及び関係機関を対象に研修等を実施しています。
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69

ＤＶ・児童虐待
等の支援関係
者に対する研修
の充実

　ＤＶの特性や被害者の人権に関する理解を深める
とともに、複雑化する被害の態様に対応する女性相
談支援員等の職員への専門研修を実施します。
　また、虐待を受けた子どもの保護等に携わる職員
の資質の向上を図るため、児童相談所職員、市町児
童相談担当職員、家庭児童相談員、民生委員・児童
委員等の研修を実施します。

人権男女共同参画課
こども政策課

70
高齢者虐待防
止に関する研修
の充実

　高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢
者や養護者に対する適切な支援を行うため、引き続
き、市町及び地域包括支援センターの担当者を対象
とした虐待対応力の向上を図るための研修を実施し
ます。

高齢対策課

２　民間の団体への支援

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

　（公社）被害者支援センターとちぎに対して、犯罪
被害者等に適正かつ的確な支援を行うために必要
となる支援体制や情報管理体制、職員に課される守
秘義務等についての情報提供や必要な助言などを
行います。
　また、研修への講師の派遣などの支援に加え、直接
支援の委託や相談業務等に対する補助金交付によ
り、民間支援団体に対する財政的援助の充実に努め
ます。

警察本部

　相談窓口一覧等を記載した「栃木県犯罪被害者等
支援ハンドブック」を民間支援団体に配付するほか、
各種講習会やイベント等の開催案内や参加呼び掛
けなど、各種情報を提供します。

くらし安全安心課

　各市町の犯罪被害者等施策担当や相談窓口担当
の職員に対する研修会や犯罪被害者等支援巡回パ
ネル展、県ホームページ等の様々な機会や媒体を活
用しながら、民間支援団体の活動等に関する周知及
び広報に努めます。

くらし安全安心課

　犯罪被害者等を支援する活動を行う民間非営利団
体が安定的に活動を継続できるよう、団体のマネジ
メント能力の向上を支援します。

県民協働推進課

71
民間の団体への
支援の充実

　民間支援団体は被害直後から中長期に渡り、犯罪被害者等に寄り添いながら、犯罪被害者等が抱え
る様々な悩みやニーズに対応しており、犯罪被害者等支援においてなくてはならない存在です。

　民間支援団体と連携して犯罪被害者等支援に取り組むとともに、的確な支援を行うための情報提供
や必要な助言に努めます。
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施策の柱Ⅴ　総合的な支援体制の整備

１　関係機関・団体との連携強化

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

72
総合的な支援体
制の整備

　条例に定められた推進体制の整備を図るため、栃
木県被害者支援連絡協議会等の場を活用して、犯
罪被害者支援の課題や連携等について協議します。
　また、社会情勢を踏まえ新たな分野の関係団体へ
の呼び掛けを行うなど、会議等を通して支援ネット
ワークの強化に努めます。

くらし安全安心課
警察本部

74
市町に対する情
報提供、助言及
び連携

　市町において、地域の状況に応じた犯罪被害者等
支援に関する施策の立案や計画等の策定に当たり、
必要な情報の提供及び助言その他の協力を行いま
す。

くらし安全安心課

　とちぎ性暴力被害者サポートセンター（とちエール）
を中心に、性別・年齢に関わらず個々の性犯罪・性
暴力被害者の置かれた状況に応じて支援活動を行
うため、関係機関・団体と協力しながら支援体制の
充実に努めます。

人権男女共同参画課

　県広域健康福祉センター（保健所）において、思春
期から更年期までライフステージに応じた女性の健
康全般に関する相談支援を関係機関と連携して行う
ほか､各健康福祉センターにおいて、とちぎ性暴力被
害者サポートセンターについて周知します。

こども政策課

　児童相談所において、性犯罪被害児童の相談に応
じるとともに適切な助言を行います。 こども政策課

警察本部

性犯罪・性暴力
被害者等に対す
る支援体制の充
実

75

73
警察と関係機
関・団体との連
携の充実・強化

　警察署ごとに被害者支援連絡協議会を設置し、
ネットワークを強化します。
　また、具体的事案発生の際、警察署被害者支援連
絡協議会等の関係機関・団体と連携して総合的な支
援を行うほか、犯罪被害者等に対する制度や支援な
どの情報提供に努めます。

　様々な困難に直面する犯罪被害者等支援においては、支援に携わる各機関が常日頃から必要な支
援を行う環境を整えていることが重要です。現在、県等では栃木県被害者支援連絡協議会等の場を
活用して各機関・団体間の連携強化を図っています。

　被害直後から中長期的に渡って途切れることなく必要な支援を提供するために、各機関・団体がそ
れぞれの機能や強みを理解し、連携強化に資するよう努めます。
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　一時保護所におけるＤＶ被害者への支援体制の充
実に努めるとともに、一時保護解除後においても継
続した支援を行えるよう地域での支援体制の構築を
図ります。

人権男女共同参画課

　中学校区（中核市を除く。）へのスクールソーシャル
ワーカーの配置により校内支援体制の充実を図り、
警察、児童相談所、病院など関係機関との積極的な
連携を促進します。

教育委員会

　犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに
至った場合、当該児童生徒に対し、学校、教育委員
会、警察署等関係機関によるサポートチームの編成
など、更生に向けた支援を継続的に行います。
　また、犯罪被害者等である児童生徒が不登校に
なった場合、「いじめ・不登校等対策チーム」による
学校支援のほか、市町教育委員会の設置する適応
指導教室との連携などにより、社会的自立に向けた
継続的支援を行います。

教育委員会

2　大規模事案への対応

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

　多数の死傷者を伴う重大な犯罪等への対応に当
たっては、多数の機関・団体による中長期的な対応
が必要となることも想定されるため、多機関連携によ
るワンストップサービス体制の構築を行うほか、各機
関・団体等との連携強化に努めます。

くらし安全安心課

　県内に住所を有しない者についても、関係自治体
等との連携や情報提供等を通して、必要な支援につ
ながるよう、適切な対応に努めます。

くらし安全安心課

　犯罪により死傷者が多数に上るなどの大規模な事案が県内で発生した場合、従来の緊急的な対応
に加え、県、市町、警察、民間支援団体等が一体となった中長期的な支援が必要となることが想定され
ます。

　必要な支援が漏れなく、かつ途切れることなく行われるよう、各機関との円滑な連携による対応に努
めます。

77
大規模事案への
対応

76

DV被害者や犯
罪被害者等であ
る児童生徒に対
する支援体制の
充実
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３　その他支援のための体制整備

＜現状＞

＜施策の方向性＞

＜主な取組＞

施策
番号

施策名 内容 担当課

78
被害者連絡制
度等の適切な運
用

　捜査員に対する指導・教養を徹底し、被害者連絡
制度への理解と運用の徹底を図り、犯罪被害者等へ
の必要な情報提供を行います。

警察本部

79
被害者支援担
当官制度(*９)
の活用

　専門的な被害者支援が必要とされるときに、指定さ
れた警察職員が犯罪被害者等への付添、説明など
の事件発生直後における犯罪被害者支援を行う被
害者支援担当官を高速道路交通警察隊や各警察署
に配置し、今後も効果的な運用に努めます。

警察本部

80

犯罪被害者等
への情報提供等
の支援に関する
啓発・指導

　基本的な犯罪被害者支援施策が確実に実施され
るよう、各種会議などを通して各警察署等に対し指
導・督励を行います。 警察本部

　犯罪被害者等支援に携わる警察職員等に対して、各種制度の周知徹底を図るとともに、適切な運用
に努めています。

　犯罪被害者等の支援や制度が着実に実行されるよう、機関内における体制の整備に努めます。
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第５章　計画の推進

１　県の推進体制

２　県内市町との連携

３　関係機関・団体との連携・協力

４　計画の実施状況の公表

　知事部局、教育委員会事務局、警察本部の関係部局を中心に、庁内の各部局が相互に連携を図り
ながら施策を推進します。

　犯罪被害者等への支援施策を担う市町担当者に対する会議・研修会の開催や、犯罪被害者等支援
に関する各種情報等の提供により、市町と緊密な連携を図るとともに市町の計画策定及び取組を支援
します。

　栃木県被害者支援連絡協議会等の関係機関・団体との連携・協力体制の拡充を図りながら、切れ目
のない継続した犯罪被害者等の支援に関する施策等を推進します。

　この基本計画に基づく各種施策の実施状況については、年度ごとに県ホームページ上で公表します。
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1 犯罪等

2 認知件数

3 重要犯罪

4 人身事故

5 被害者連絡制度

6 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度

7 高次脳機能障害者

8 IOM

9 被害者支援担当官制度

　殺人、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、放火、略取誘拐・人身売買をいいます。

　道路における車両等の交通に起因する人の死亡又は人の負傷を伴う事故をいいます。

注釈

　刑事手続、犯罪被害者等のための制度、被疑者検挙までの捜査状況及び被疑者の処分状況につい
て、事件を担当する捜査員が犯罪被害者等に連絡をする制度です。

　警察が事件として取り扱った件数をいいます。

　犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。

　被害に関する心情や被害者の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や行動に関する意
見について、希望に応じて受刑生活中・在院生活中の加害者に伝えることができる制度です。加害者
に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導等が行われます。

　交通事故による頭部の怪我や脳卒中などの後遺症として、記憶や注意、判断、認知等の機能に障害
が起き、これにより日常生活（就労等）に支障を来す障害者のことをいいます。

　International Organization for Migration（国際移住機関）の略称です。

 　犯罪被害者等の精神的負担を軽減するため、事件発生直後から被害者支援担当官が犯罪被害者
等に付添やヒアリング、刑事手続の説明などを行う制度です。
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○栃木県犯罪被害者等支援条例 

                              令和三年三月十一日 

栃木県条例第三号 

栃木県犯罪被害者等支援条例をここに公布する。 

栃木県犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第一条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事

業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって犯罪被害者等を支える地域社会の形成に寄与することを目

的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

二 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

三 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再

び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。 

四 二次的被害 犯罪等による被害を受けた後に、人々の無理解又は配慮に欠ける言

動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等によ

り、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済

的な損失その他の被害をいう。 

五 民間支援団体 犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。 

   

（基本理念） 

第三条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害

の特性及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に推進

されなければならない。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営む

ことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることがで

きるよう推進されなければならない。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被害者

等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（市町村との連携等） 

第五条 県は、市町村との連携を図りつつ、犯罪被害者等支援に関する施策を確実かつ

効果的に実施するよう努めるとともに、市町村において、当該地域の実情に応じた犯

罪被害者等支援に関する施策が円滑に実施されるよう、情報の提供、助言その他の措

置を講ずるものとする。 
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（県民の責務） 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害

者等支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配

慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被

害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次

的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、県及び市町村が実施する犯罪

被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 犯罪被害者等を雇用する事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する犯罪被害者

等に対し、就労の支援その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

（民間支援団体の責務） 

第八条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する知識及び経

験を活用し、犯罪被害者等支援を行うとともに、県及び市町村が実施する犯罪被害者

等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（基本計画） 

第九条 知事は、犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

、犯罪被害者等支援に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるも

のとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 犯罪被害者等支援に関する基本的方向 

 二 犯罪被害者等支援に関する施策に関する事項 

 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援に関し必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう

適切な措置を講じなければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（相談及び情報の提供等） 

第十条 県は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように

するため、民間支援団体と連携し、犯罪被害者等が直面している各般の問題に関する

相談に応ずるとともに、必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供等） 

第十一条 県は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他心身に受けた影響から

回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが提供されるよう必要な措置を講ずるものとする。 
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（日常生活の支援） 
第十二条 県は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、病院等への
付添い、家事又は育児に係る援助その他の日常生活の支援のために必要な措置を講ず
るものとする。 

 
（安全の確保） 

第十三条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その
安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被
害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（居住の安定） 

第十四条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等
の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する住居の提供その他の必要な措置を講
ずるものとする。 

 
（雇用の安定） 

第十五条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている
状況及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者が理解を深めることができるよう
、普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（保護等の過程における配慮等） 

第十六条 県は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査等の過程におい
て、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、二次的被害が生ずることのないよう
十分配慮するとともに、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、専門的知識又は技能
を有する職員の配置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（県民の理解の増進） 

第十七条 県は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性につ
いて県民が理解を深めることができるよう、普及啓発、教育の充実その他の必要な措
置を講ずるものとする。 

 
（人材の育成） 

第十八条 県は、犯罪被害者等支援に携わる人材の育成を図るため、犯罪被害者等支援
に関する研修の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 
（推進体制の整備） 

第十九条 県は、市町村、民間支援団体等と連携し、犯罪被害者等支援の推進に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な体制の整備に努めるものとする。 

 
（財政上の措置） 

第二十条 県は、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置
を講ずるよう努めるものとする。 

 
    附 則 
１ この条例は、令和三年四月一日から施行する。 
２ 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例（平成十七年栃木県条例第八号）の一部を
次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよ
うに改正する。 
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改正後 改正前 

 （犯罪被害者等のための施策） 

第二十二条 県は、犯罪被害者等（犯

罪被害者等基本法（平成十六年法律

第百六十一号）第二条第二項に規定

する犯罪被害者等をいう。以下同

じ。）が、その受けた被害を回復

し、又は軽減し、及び再び平穏な生

活を営むことができるようにするた

め、必要な情報の提供及び助言を行

う等必要な施策を講ずるものとす

る。    

２ 県は、前項の施策を講ずるに当た

っては、国、市町村その他の関係機

関及び関係団体と緊密な連携を図る

ものとする。 

 

（犯罪被害者等のための施策への協力） 

第二十三条 県民等は、犯罪被害者等

の名誉又は生活の平穏を害すること

のないよう十分配慮するとともに、

県が実施する犯罪被害者等のための

施策に協力するように努めなければ

ならない。 
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1 犯罪被害者等のための総合的対応窓口の対応力強化 くらし安全安心課

2 教育現場における相談体制の充実 教育委員会

3 教育委員会における相談体制の充実 教育委員会

4 警察における相談体制の充実 警察本部

5 犯罪被害者等支援に精通した弁護士相談の実施 くらし安全安心課
人権男女共同参画課

6 精神保健福祉センター等における相談体制の充実 障害福祉課

7 性犯罪・性暴力被害者のための相談窓口の運用と相談電話の周知 人権男女共同参画課
警察本部

8 DV被害者に対する相談電話の周知 人権男女共同参画課

9 児童虐待に関する相談電話の運用と関係機関の連携強化 こども政策課
教育委員会

10 犯罪被害に遭った外国人等及び海外で被害に遭った邦人に対する相談対応
の実施

県民協働推進課
警察本部

11 交通事故被害者等に対する相談対応の実施 くらし安全安心課

12 多機関連携によるワンストップサービス体制の構築 くらし安全安心課

13 機関内連携によるワンストップサービス体制の構築 くらし安全安心課

14 犯罪被害者等への情報提供の充実

くらし安全安心課
医療政策課
県民協働推進課
警察本部

15 医療機関に関する情報提供 医療政策課

16 医療機関に対する性犯罪被害者への被害申告の働きかけ依頼 警察本部

17 刑事手続等の早期情報提供 警察本部

18 外国人犯罪被害者等に対する刑事手続に関する情報提供の充実 警察本部

19 捜査・検視手続に関する情報提供 警察本部

20 刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度に関する情報
提供

くらし安全安心課

21 市町と連携した面談等の実施 くらし安全安心課

22 犯罪被害者等に対するカウンセリング等の実施
人権男女共同参画課
障害福祉課
警察本部

23 ＤＶ、ストーカー、人身取引被害者への適切な対応 人権男女共同参画課

24 被害少年に対する心理的ケア等の支援
こども政策課
教育委員会
警察本部

25 地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供 医療政策課

26 性犯罪・性暴力被害者がHIV検査等を受診する際の対応 感染症・疾病対策課

27 性犯罪・性暴力被害者への付添支援の実施 人権男女共同参画課

28 民間支援団体が行う公判等への付添い等に関する紹介
くらし安全安心課
人権男女共同参画課

29 高次脳機能障害者への支援体制の整備 障害福祉課

30 犯罪被害者等の安全確保
警察本部
人権男女共同参画課
こども政策課

31 家事・育児サービス等の情報提供 くらし安全安心課

32 ＤＶ被害者や被虐待児童に対する自立支援等の実施
人権男女共同参画課
こども政策課

33 公営住宅への優先入居等
住宅課
くらし安全安心課

34 一時避難場所の確保に対する措置 警察本部

35 就職、その他労働問題に関する支援の実施
労働政策課
労働委員会

36 被害回復のための休暇制度の導入の必要性等に関する出前講座の実施 くらし安全安心課

Ⅱ
　
被
害
か
ら
の
回
復
・
生
活
再
建
に
向
け
た
支
援

１　精神的・身体的負担の
    軽減

２　日常生活の支援と
    居住・雇用の安定

担当課

Ⅰ
　
途
切
れ
な
い
支
援
の
提
供
に
向
け
た
体
制
強
化

１　相談窓口の充実

２　途切れない支援の提供
　　 体制の構築

３　犯罪被害者等への情報
    提供等の充実

 第４次栃木県犯罪被害者等支援基本計画の施策一覧（第４章　施策の展開）
施策
の柱

施策の方向
施策
番号

施策名
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担当課施策
の柱

施策の方向
施策
番号

施策名

37 犯罪被害者等見舞金制度の運用 くらし安全安心課

38 犯罪被害給付制度の運用 警察本部

39 生活保護制度における犯罪被害者等給付金及び栃木県犯罪被害者等見舞
金の収入認定除外

地域福祉課
くらし安全安心課

40 海外における犯罪被害者等に対する経済的支援 警察本部

41 犯罪被害者等に対する公費支出制度の運用と周知 警察本部

42 カウンセリング費用・医療費の公費負担 人権男女共同参画課

43 障害者に対する相談支援、経済的支援及び福祉サービスの充実 障害福祉課

44 二次的被害の防止に向けた県民の理解増進 くらし安全安心課

45 犯罪被害者等に関する情報の保護 警察本部

46 二次的被害防止のための相談員等に対する研修の実施 人権男女共同参画課

47 再被害防止を徹底するための取組の推進 警察本部
教育委員会

48 潜在化しやすい犯罪被害に関する関係機関の連携充実

人権男女共同参画課
こども政策課
警察本部
教育委員会

49 障害者虐待防止に関する取組 障害福祉課

50 高齢者虐待防止に関する取組 高齢対策課

51 児童虐待事案の早期発見、早期対応に向けた取組 教育委員会
警察本部

52 児童虐待などの問題を抱える児童生徒への支援に関する先進的事例の収集
分析

教育委員会

53 児童虐待防止のために行う児童の死亡事例等の検証 こども政策課

54 暴力団犯罪による被害防止・回復の支援 警察本部

55 性犯罪捜査における指定捜査員等の効果的な配置と教養の実施 警察本部

56 犯罪被害者等の置かれた状況等に関する県民の理解の増進
くらし安全安心課
人権男女共同参画課

57 様々な機会、媒体を用いた広報・啓発の実施
くらし安全安心課
警察本部
こども政策課

58 犯罪被害者等の人権に関する広報・啓発等 人権男女共同参画課

59 性犯罪・性暴力に関する若年層に向けた広報・啓発 人権男女共同参画課

60 ＤＶ、ストーカー及び人身取引被害の防止に関し、広く県民に周知させるための取組
人権男女共同参画課
警察本部

61 交通事故の被害に関する交通安全教育及び広報・啓発 警察本部

62 保護者に対する児童虐待の防止に資するための学習機会の充実 教育委員会

63 命の大切さ等に関する教育の推進 警察本部
教育委員会

64 犯罪被害者等の人権教育の推進 教育委員会

65 県及び市町職員に対する研修の充実 人事課
くらし安全安心課

66 教職員等に対する研修の充実 教育委員会

67 警察官等に対する教養の充実 警察本部

68 性犯罪・性暴力被害者等の支援関係者に対する研修の充実 人権男女共同参画課

69 ＤＶ・児童虐待等の支援関係者に対する研修の充実 人権男女共同参画課
こども政策課

70 高齢者虐待防止に関する研修の充実 高齢対策課

71 民間の団体への支援の充実
警察本部
くらし安全安心課
県民協働推進課

Ⅱ
　
被
害
か
ら
の
回
復
・
生
活
再
建
に
向
け
た
支
援

Ⅲ
　
県
民
の
理
解
の
増
進

１　県民への効果的な
    広報・啓発

２　教育活動を通じた理解
    の増進

Ⅳ
　
人
材
の
育
成
と
民
間
の
団

体
へ
の
支
援

１　犯罪被害者等支援に
    係る人材の育成及び
    資質の向上

２　民間の団体への支援

４　二次的被害・再被害の
    防止

３　経済的負担の軽減
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72 総合的な支援体制の整備 くらし安全安心課
警察本部

73 警察と関係機関・団体との連携の充実・強化 警察本部

74 市町に対する情報提供、助言及び連携 くらし安全安心課

75 性犯罪・性暴力被害者等に対する支援体制の充実 人権男女共同参画課
こども政策課

76 DV被害者や犯罪被害者等である児童生徒に対する支援体制の充実 人権男女共同参画課
教育委員会

77 大規模事案への対応 くらし安全安心課

78 被害者連絡制度等の適切な運用 警察本部

79 被害者支援担当官制度の活用 警察本部

80 犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する啓発・指導 警察本部

Ⅴ
　
総
合
的
な
支
援
体
制
の
整
備

１　関係機関・団体との
    連携強化

２　大規模事案への対応

３　その他支援のための
    体制整備
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